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続・成功する人材活用

【各論76】

倉庫の預かり商品を担当社員が横流し！！
退職金や社内預金からの差し引き処理の是非は？
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21世紀の労務管理プラン

　会社が、社員の故意の不正行為により損害を被った場合、本
来であれば、会社がその損害額について本人に請求し、本人
がその支払いに応じれば解決します。しかし、本人に損害賠償
をする意志や資力がない場合などもあり得ます。こういった場
合、会社は損害の回復のために、退職金や社内預金から損害
額を差し引いて処理することができるのでしょうか。

■一方的に損害賠償分を
　退職金から差し引くことはできない
　会社の社員に対する損害賠償債権と、社員の会社に対する
退職金債権を、対当する部分について差し引くような処理のこと
を相殺（民法第505条）といい、民法では一定の要件のもとに相
殺を認めています。
　しかし、労働基準法では、「賃金はその全額を支払わなけれ
ばならない」という賃金全額払いの原則（労基法第24条1項）が
規定されています。また「源泉所得税や社会保険料など法令に
定められているもの、及び労使協定により定めたもの以外は賃
金から控除してはならない」としています。この原則には、相殺
禁止の趣旨も含んでいると解されています。（最二小判昭
31.11.2）
　そして、就業規則等に支給条件が明確に規定され、会社が

支払義務を負っている退職金は、労働基準法上の「賃金」と解
されています。
　これらの点から、会社の損害賠償債権と社員の退職金債権
を会社から一方的に相殺することは、前述の賃金全額払いの
原則に反し、許されないこととなります。

■社員の同意がある場合も、
　厳格な認定判断が行なわれる
　では、この相殺について社員の同意を得られた場合はどうで
しょうか。こんな判例があります。
　住宅購入のために会社等から貸付を受けていた社員の退
職に際し、退職時に退職金等から一括返済する旨の合意に基
づいて、会社が退職金等と貸付金を相殺したケースで、裁判所
は、「労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場
合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされ
たものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在す
るとき」には、その相殺は、賃金全額払いの原則に反しない、と
判断しました。（最二小判平2.11.26）
　この判断を踏まえると、社員の同意がある場合には、損害賠
償債権と退職金債権の相殺が可能であると考えられます。ただ
し、その社員の同意が「自由な意志に基づくもの」かどうかの認

定判断は、「厳格かつ慎重に行われなければならない」とも判示
されています。半ば強引に同意書を交わすことなどは、「自由な
意志に基づく」同意と判断されないことは言うまでもなく、損害賠
償債権と退職金債権の相殺が無効となるケースが多いと考え
られます。

■社内預金債権は相殺可能か？
　社内預金とは、労働基準法で一定の要件の下に認められて
いる任意貯蓄の内、社員の任意による預金を会社が受け入れ
て管理するものをいいます。（労基法第18条2項）
　この社内預金は、給与から一定額を天引きして積み立ててい
く方法が取られることも多いですが、その積み立てが社員の任
意に基づく限りは、先ほどの退職金と違い、労働基準法上の
「賃金」とはなりません。従って、賃金全額払いの原則の適用で
受けず、損害賠償債権と社内預金債権を会社から一方的に相
殺し、損害の回復を図ることは可能です。

■懲戒処分を検討する際に注意すべき点は？
　横領や窃盗などの社員による不正行為は、職場の秩序に与
える影響が甚大なため、損害回復のみならず、懲戒処分などに
よる職場秩序維持のための対応も重要となってきます。会社の
金品の横領や窃盗は、重大な規律違反のため、懲戒解雇など
の重い懲戒処分も想定されます。懲戒処分を行う為には就業規
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則等に根拠が必要となり、懲戒事由等を明確に規定しておか
なければなりません。さらに、その懲戒解雇において退職金不支
給を検討する場合は、次の2点について注意を要します。

　また、最近では、退職金の支給対象とならない非正規雇用の
社員が重要な業務を担っている場面も多いでしょう。そういった
場合を考えると、事後の対策だけではなく、事前に不正防止対
策を講じておくことがとても重要です。金品の管理の権限を1人
に集中させないことや複数人によるチェック体制の構築など、自
社の業務や構造上のリスクを点検した上で人材配置を見直す
ことなどにより、そもそも社員が不正を行わない環境を整備して
おく必要があります。

①まず、退職金は賃金の後払い的性格を有しているという観

　点から、全額不支給とする場合には、「労働者の永年の勤

　続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があること

　が必要」とする判断（東京高判平15.12.11など）がなされ

　ています。懲戒解雇処分が有効であるからといって、退職金

　の全額不支給が直ちに正当化されるわけではありません。

②しかし、横領や窃盗など刑法犯にも該当するような不正の

　場合は、その不信性は高く、全額不支給で対応していくこ

　とも十分に考えられます。その際は、懲戒処分と同様に労

　働契約に根拠が必要になるため、退職金規程等で不支給

　事由等を明確に規定しておかなければなりません
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